
一　

は
じ
め
に

　

中
国
仏
教
に
お
け
る
戒
律
研
究
は
『
四
分
律
』
と
並
ん
で
大
乗
菩
薩
戒
へ
の
研
究
も
隋
唐
期
か
ら
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
特
に

『
梵
網
経
』
に
対
す
る
注
釈
書
は
智
顗
（
五
三
八―

五
九
七
）
の
『
菩
薩
戒
義
疏
』
を
は
じ
め
、
法
蔵
（
六
三
七―

七
一
四
）『
梵
網
経

菩
薩
戒
本
疏
』
や
太
賢
（
生
没
年
不
詳
）『
梵
網
経
古
迹
記
』
な
ど
多
く
著
さ
れ
、後
の
大
乗
菩
薩
戒
重
視
の
風
潮
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

宋
代
の
天
台
教
学
に
お
い
て
は
智
顗
『
菩
薩
戒
義
疏
』
を
注
釈
し
た
与
咸
（
？―

一
一
六
三
）
の
『
梵
網
菩
薩
戒
経
疏
註
』
だ
け
で
な

く
、
可
観
（
一
〇
九
二―

一
一
八
二
）『
山
家
義
苑
』
巻
二
「
受
戒
普
説
」
や
法
照
（
一
一
八
五―

一
二
七
三
）『
法
華
経
三
大
部
読
教

記
』
な
ど
で
も
、
そ
の
菩
薩
戒
体
へ
の
考
究
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

南
山
律
宗
に
お
い
て
は
、
唐
の
道
宣
（
五
九
六―

六
六
七
）
が
大
乗
唯
識
の
種
子
を
所
宗
の
戒
体
と
し
、『
四
分
律
』
の
戒
行
に
三

聚
浄
戒
を
取
り
込
み
、
南
山
律
宗
の
大
乗
化
が
は
か
ら
れ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
北
宋
代
に
至
っ
て
は
、
元
照
（
一
〇
四
八

―

一
一
一
六
）
に
よ
り
種
子
戒
体
に
法
華
開
顕
の
円
意
が
取
り
込
ま
れ
、
そ
れ
に
よ
り
南
山
の
種
子
戒
体
と
大
乗
の
菩
薩
戒
体
の
関
連

を
議
論
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

元
照
の
菩
薩
戒
体
思
想（
１
）
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元
照
の
菩
薩
戒
に
関
す
る
見
解
は
、
主
と
し
て
『
芝
苑
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（
以
下
「
菩
薩
戒
儀
」
と
略
称
）
に
見

ら
れ
る
。「
菩
薩
戒
儀
」
は
『
梵
網
経
』
を
用
い
た
受
戒
行
儀
の
次
第
を
略
説
し
た
「
規
範
書
」
で
あ
る
が
、そ
の
内
容
を
大
別
す
れ
ば
、

前
半
部
の
菩
薩
戒
略
説
と
後
半
部
の
受
戒
行
儀
に
二
分
さ
れ
る
。「
菩
薩
戒
儀
」
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
の
、

考
究
の
対
象
と
な
る
の
は
、
受
戒
行
儀
の
変
遷
が
窺
い
知
れ
る
「
菩
薩
戒
儀
」
の
後
半
部
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
元
照
の
菩
薩
戒
体

思
想
が
示
さ
れ
た
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
ず
、
元
照
が
大
乗
の
菩
薩
戒
体
を
如
何
に
理
解
し
て
い
た
の
か
、
そ
の

思
想
的
な
問
題
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い（
２
）。

南
山
律
宗
に
お
け
る
種
子
戒
体
と
菩
薩
戒
体
の
問
題
は
、
南
宋
の
守
一

（
一
二
一
〇―

一
二
四
二
）
と
妙
蓮
（
一
一
八
二―

一
二
六
二
）
に
よ
り
議
論
さ
れ
る
所
謂
「
増
受
」「
不
増
受
」
の
問
題
へ
と
発
展
し

て
い
く
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
そ
の
議
論
の
中
心
と
な
る
元
照
の
菩
薩
戒
体
思
想
を
解
明
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な

る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
北
宋
代
南
山
律
宗
に
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
元
照
を
中
心
に
そ
の
解
明
に
取
り
組
ん
で
き
た（
３
）。

本
稿
で
は

南
宋
の
「
増
受
」「
不
増
受
」
の
問
題
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
元
照
の
著
作
に
示
さ
れ
た
菩
薩
戒
体
へ
の
記
述
を

中
心
に
検
討
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
当
面
の
課
題
と
す
る
。
ま
た
、
宋
代
天
台
教
学
の
菩
薩
戒
体
思
想
と
の
比
較
を

通
し
て
、
元
照
の
菩
薩
戒
体
思
想
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

二　

元
照
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」
に
見
ら
れ
る
菩
薩
戒
体

　

元
照
は
道
宣
の
三
大
部
（『
行
事
鈔
』『
羯
磨
疏
』『
戒
本
疏
』）
を
注
釈
し
た
『
資
持
記
』『
済
縁
記
』『
行
宗
記
』
を
は
じ
め
多
く
の

戒
律
に
関
す
る
著
作
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
菩
薩
の
戒
体
を
専
門
に
論
じ
た
の
は
『
芝
苑
遺
編
』
所
収
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」

で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
菩
薩
戒
に
対
し
て
「
戒
法（
４
）」「

戒
体
」「
戒
行（

５
）」「

戒
相（

６
）」

の
四
方
面
か
ら
解
説
が
な
さ
れ
、
そ
の
見
解
を

一
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体
系
的
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
節
で
は
戒
体
の
基
本
的
内
容
を
確
認
す
る
前
に
、
ま
ず
は
元
照
の
菩
薩
戒
に
対
す
る
認
識
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
冒
頭
の
文
章

を
ま
ず
は
引
い
て
お
き
た
い
（
傍
線
、
傍
点
は
筆
者
に
よ
り
、
原
文
引
用
後
に
筆
者
の
訳
文
を
付
す
る
）。

〔
１
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
一
頁
上
）

　

 

大
覚
世
尊
一
代
時
教
、
大
小
両
乗
戒
有
五
種
。
一
者
五
戒
、
二
者
八
戒
、
三
者
十
戒
、
四
者
具
戒
、
五
者
菩
薩
戒
。
前
二
即
被
在
家

士
女
、
次
二
即
摂
出
家
五
衆
。
上
之
四
戒
、
随
心
広
狭
、
通
大
小
乗
、
皆
為
方
便
。
五
菩
薩
戒
、
純
一
大
乗
成
仏
之
法
。

　

 　

大
覚
世
尊
、
一
代
の
時
教
、
大
小
両
乗
の
戒
に
五
種
有
り
。
一
に
五
戒
、
二
に
八
戒
、
三
に
十
戒
、
四
に
具
戒
、
五
に
菩
薩
戒
な
り
。
前
の
二
つ

は
即
ち
在
家
の
士
女
を
被
い
、次
の
二
つ
は
即
ち
出
家
の
五
衆
を
摂
む
。
上
の
四
戒
は
心
の
広
狭
に
随
い
、大
小
乗
に
通
じ
る
も
、皆
な
方
便
と
為
す
。

五
の
菩
薩
戒
は
純
一
大
乗
の
成
仏
の
法
な
り
。

　

元
照
に
よ
れ
ば
、
五
戒
、
八
斎
戒
、
十
戒
、
具
足
戒
な
ど
各
種
不
同
の
戒
法
は
、
衆
生
の
機
根
に
相
応
さ
せ
て
説
か
れ
た
「
方
便
」

で
あ
り
、
菩
薩
戒
こ
そ
「
純
一
大
乗
の
成
仏
の
法
」
で
あ
る
と
い
う
（『
済
縁
記
』
で
は
「
一
乗
円
極
妙
戒
」
と
も
称
す（

７
））。

つ
ま
り
、

如
来
所
制
の
戒
律
の
根
本
は
菩
薩
戒
に
あ
り
、
す
べ
て
は
菩
薩
戒
に
帰
一
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
元
照
の
戒
律
に
対
す
る
基
本
的
な
考

え
で
あ
る（
８
）。

そ
れ
は
、
具
象
的
な
行
為
の
一
々
を
制
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
妄
業
の
根
源
た
る
「
心
」
を
制
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た

種
子
戒
体
に
も
通
じ
る
。
た
だ
、『
四
分
律
』
を
所
宗
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
一
方
便
と
捉
え
て
い
た
の
は
、
具
足
戒
の
上
に
菩
薩

戒
を
重
受
す
る
当
時
の
戒
律
観
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
元
照
の
戒
体
思
想
を
窺
い
知
る
上
で
重
要
な
の
は
、「
能
受
の
心
」「
所
縁
の
境
」「
所
発
の
業
」
の
三
つ
に
分
け
て
説
明
さ

一
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れ
た
「
戒
体
」
の
項
で
あ
る
。
以
下
に
順
を
追
っ
て
概
観
し
て
ゆ
き
た
い
。

〔
２
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
一
頁
下
）

　

 

初
能
受
心
者
、
即
大
菩
提
心
。
慈
悲
誓
願
、
所
謂
断
悪
・
修
善
・
度
生
三
誓
。
摂
一
切
願
、
無
不
具
足
。
如
普
賢
十
大
願
・
勝
鬘
十

大
受
・
薬
師
十
二
願
・
弥
陀
四
十
八
願
、
皆
即
本
時
戒
体
矣
。「
行
願
経
」
云
、「
諸
仏
如
来
以
大
悲
心
為
体
故
」。『
観
経
』
云
、「
仏

心
者
、
大
慈
悲
是
」。
若
無
誓
願
、
即
不
発
戒
。
則
無
体
也
。

　

 　

初
め
に
能
受
の
心
と
は
、
即
ち
大
菩
提
心
な
り
。
慈
悲
の
誓
願
と
は
、
所
謂
ゆ
る
断
悪
・
修
善
・
度
生
の
三
誓
な
り
。
一
切
の
願
を
摂お
さ

め
て
具
足

せ
ざ
る
こ
と
無
し
。
普
賢
の
十
大
願
・
勝
鬘
の
十
大
受
・
薬
師
の
十
二
願
・
弥
陀
の
四
十
八
願
の
如
き
は
、
皆
な
即
ち
本
時
の
戒
体
な
り
。「
行
願
経
」

﹇
＝
『
華
厳
経
』「
普
賢
行
願
品
」﹈
に
云
く
、「
諸
仏
如
来
、
大
悲
心
を
以
っ
て
体
と
為
す
が
故
な
り
」。『
観
経
』﹇
＝
観
無
量
寿
経
﹈
に
云
く
、「
仏

心
と
は
大
慈
悲
、
是
れ
な
り
」。
若も

し
誓
願
せ
ざ
れ
ば
、
即
ち
戒
を
発
せ
ず
、
則
ち
無
体
な
り
。

　

こ
の
一
段
で
は
「
能
受
の
心
」、
す
な
わ
ち
、
得
戒
の
本
基
と
な
る
菩
提
心
が
論
じ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
断
悪
・
修
善
・
度
生
」

か
ら
な
る
三
誓
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
「
戒
行
」
と
し
て
の
三
聚
浄
戒
に
連
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
こ
と
に
菩
薩
戒
体
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
元
照
は
す
で
に
『
済
縁
記
』
の
な
か
で
、『
四
分
律
』
の
受
戒
に
際
し
、
さ
き
の
三
誓
の
ほ
か
に
「
四

弘
誓
願
」「
四
無
量
心
」「
四
摂
事
」、
さ
ら
に
は
阿
弥
陀
浄
土
へ
の
往
生
も
期
し
て
受
戒
せ
よ
と
し
、
そ
れ
に
よ
り
「
三
戒
（
摂
律
義
・

摂
善
法
・
摂
衆
生
）」「
三
行
（
離
染
行
・
方
便
行
・
慈
悲
行
）」「
三
解
脱
（
無
作
解
脱
・
空
解
脱
・
無
相
解
脱
）」「
三
仏
（
法
身
・
報

身
・
応
身
）」「
三
徳
（
断
徳
・
智
徳
・
恩
徳
）」
の
諸
事
が
円
成
す
る
と
説
く（
９
）。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
い
う
菩
薩
戒
と
『
四
分
律
』
の

受
戒
時
に
お
け
る
双
方
の
誓
願
に
は
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
元
照
が
『
四
分
律
』
を
受
戒
し
て
得
ら
れ
る
種
子
戒
体
に
大

一
三
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乗
的
要
素
を
過
分
に
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
所
縁
の
境
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
３
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
一
頁
下
）

　

 

二
所
縁
境
、
即
法
界
衆
生
依
正
等
法
。
戒
依
境
制
、
体
従
境
発
。
境
既
無
量
、
体
亦
無
辺
。「
行
願
経
」
云
、「
因
於
衆
生
、
得
成
阿

耨
菩
提
」。
是
故
菩
提
属
於
衆
生
。
若
無
衆
生
、
一
切
菩
薩
終
不
能
成
無
上
正
覚
。「
浄
行
品
」
云
、「
若
諸
菩
薩
善
用
其
心
、
即
獲

一
切
勝
妙
功
徳
」。
経
中
自
問
「
云
何
用
心
」、乃
列
一
百
四
十
一
種
「
当
願
衆
生
」、即
知
一
切
衆
生
是
諸
菩
薩
因
行
果
徳
所
出
生
処
。

若
非
生
境
、
戒
則
不
発
。
何
有
体
邪
？

　

 　

二
に
所
縁
の
境
と
は
、
即
ち
法
界
衆
生
の
依
正
等
の
法
な
り
。
戒
は
境
に
依
り
制
し
、
体
は
境
に
従
り
発
す
。
境
は
既
に
無
量
な
れ
ば
、
体
も
亦

た
無
辺
な
り
。「
行
願
経
」﹇
＝
『
華
厳
経
』「
普
賢
行
願
品
」﹈
に
云
く
、「
衆
生
に
因
っ
て
阿
耨
菩
提
を
得
成
す
」。
是
の
故
に
菩
提
は
衆
生
に
属
す
。

若
し
衆
生
無
け
れ
ば
、
一
切
の
菩
薩
、
終
に
は
無
上
正
覚
を
成
ず
る
こ
と
能
わ
ず
。「
浄
行
品
」﹇
＝
『
華
厳
経
』「
浄
行
品
」﹈
に
云
く
、「
若
し
諸

菩
薩
、善
く
其
の
心
を
用
う
れ
ば
、即
ち
一
切
の
勝
妙
功
徳
を
獲
る
」。
経
中
に
自
ら
云
何
ん
が
心
を
用
い
ん
と
問
う
に
、乃
ち
一
百
四
十
一
種
の
「
当

願
衆
生
」
を
列
す
る
は
、
即
ち
一
切
衆
生
は
是
れ
諸
菩
薩
の
因
行
果
徳
の
所
出
生
の
処
な
る
を
知
る
。
若
し
境
よ
り
生
ず
る
に
非
ざ
れ
ば
、
戒
は
則

ち
発
せ
ず
。
何
ぞ
体
有
る
を
や
？

　

こ
の
一
段
で
は
「
所
縁
の
境
」
と
し
て
「
発
戒
の
処
」
と
な
る
「
衆
生
」
が
主
題
と
な
る
。
菩
提
心
の
発
起
か
ら
戒
体
の
生
起
、
さ

ら
に
は
菩
提
の
成
就
に
至
る
ま
で
、
衆
生
な
く
し
て
す
べ
て
成
し
得
な
い
と
す
る
が
、
そ
も
そ
も
元
照
の
い
う
「
衆
生
」
と
は
、
一
体

い
か
な
る
存
在
な
の
か
。
こ
の
一
段
に
は
特
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
『
芝
苑
遺
編
』
に
い
う
「
一
切
衆
生
は
本

よ
り
常
住
真
精
の
妙
性

4

4

を
具
う
」
存
在
で
あ
ろ
う）

10
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。
そ
の
妙
性
を
具
足
す
る
衆
生
の
体
を
離
れ
て
戒
体
は
生
起
し
得
な
い
し
、
戒
体
生
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起
に
必
要
な
菩
提
心
も
衆
生
な
く
し
て
発
せ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、「
能
発
の
心
」
た
る
菩
提
心
と
、「
所
縁
の
境
」
た
る
衆
生
、
そ
し

て
「
所
発
の
業
」
た
る
菩
薩
の
戒
体
は
、
互
い
に
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
見
て
取
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
清
浄
た
る
衆
生
（
所
縁
の
境
）
が
菩
提
心
（
能
発
の
心
）
を
起
こ
し
菩
薩
戒
を
受
け
て
得
ら
れ
る
戒
体
に
つ
い
て
は
、
続
く

一
段
「
所
発
の
業
」
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〔
４
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
一
頁
下
）

　

 

三
所
発
業
、
由
菩
提
心
、
縁
衆
生
境
、
起
大
誓
願
、
剋
志
要
期
、
攬
法
帰
心
、
心
与
法
合
、
発
生
無
作
、
成
善
功
徳
、
為
仏
種
子
。

由
種
薫
心
、
有
大
力
用
、
能
起
後
習
、
直
至
成
仏
、
究
竟
果
満
。
百
福
荘
厳
、
威
神
妙
用
、
由
茲
為
始
。
経
云
、「
知
法
常
無
性
。

仏
種
従
縁
起
」。
論
云
、「
三
十
二
相
、
無
差
別
因
」。
皆
由
持
戒
而
得
、
即
斯
謂
也
。
故
南
山
云
「
以
此
要
期
之
心
、
与
彼
妙
法
相
応
、

於
彼
法
上
、
有
縁
起
之
義
、
領
納
有
心
、
名
為
戒
体
」
是
也
。

　

 　

三
に
所
発
の
業
と
は
、
菩
提
心
に
由
っ
て
、
衆
生
の
境
を
縁
と
し
、
大
誓
願
を
起
こ
し
、
要
期
を
剋
志
し
、
法
を
攬
り
て
心
に
帰
し
、
心
は
法
と

合
し
、
無
作
を
発
生
し
、
善
功
徳
を
成
じ
、
仏
種
子
と
為
す
。
種
に
由
っ
て
心
を
薫
ず
る
に
、
大
力
用
あ
り
、
能
く
後
習
を
起
し
、
直
に
成
仏
に
至
る
。

究
竟
の
果
満
、
百
福
の
荘
厳
、
威
神
の
妙
用
、
茲
に
由
る
を
始
と
為
す
。
経
﹇
＝
法
華
経
﹈
に
云
く
、「
法
は
常
に
無
性
に
し
て
、
仏
種
は
縁
よ
り

起
こ
る
を
知
ら
し
む
」。
論
﹇
＝
菩
薩
持
地
経
﹈
に
云
く
、「
三
十
二
相
、
無
差
別
の
因
は
、
皆
な
持
戒
に
由
っ
て
得
る
」。
即
ち
斯
の
謂
う
な
り
。

故
に
南
山
の
「
此
の
要
期
の
心
を
以
っ
て
、
彼
の
妙
法
と
相
応
し
、
彼
の
法
上
に
於
い
て
、
縁
起
の
義
有
り
て
、
領
納
し
て
心
に
有
る
を
名
づ
け
て

戒
体
と
為
す
」
と
云
う
は
、
是
れ
な
り
。

　

元
照
に
よ
れ
ば
、
菩
薩
の
戒
体
は
、
菩
提
心
が
衆
生
を
縁
と
し
て
、
要
期
の
誓
願
と
菩
薩
の
戒
法
が
相
応
し
て
、
無
作
の
戒
体
を
発

し
て
「
仏
種
子
」
と
な
る
と
い
う
。『
羯
磨
疏
』
で
「
善
種
子
を
成
ず
」
と
な
る
部
分
が
「
菩
薩
戒
儀
」
で
は
「
仏
種
子
と
為
す
」
と

一
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な
る
以
外
は
、
引
用
さ
れ
た
『
羯
磨
疏
』
の
教
説
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
菩
薩
戒
体
の
生
起
お
よ
び
後
の
作
用
は
種
子
戒
体
の
そ
れ

と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
に
、
南
山
の
種
子
戒
体
と
菩
薩
の
戒
体
に
は
明
確
な
区
別
は
な
く
、
敢
え
て
挙
げ
る
な
ら
そ
の

戒
体
を
「
善
種
子
」
と
称
す
か
、
あ
る
い
は
「
仏
種
子
」
と
称
す
か
の
違
い
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。

　

以
上
、「
菩
薩
戒
儀
」
の
菩
薩
戒
体
に
関
す
る
記
述
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
の
内
容
を
『
済
縁
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
種
子
戒
体

の
解
説
と
比
べ
て
み
る
に
、
表
現
の
面
で
多
少
の
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
内
容
的
に
は
際
立
っ
た
相
違
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
菩
薩
戒
に
よ
り
得
ら
れ
る
戒
体
と
、『
四
分
律
』
に
よ
り
得
ら
れ
る
そ
れ
は
、
完
全
に
同
一
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　

南
山
の
種
子
戒
体
と
菩
薩
戒
体
の
同
異
に
つ
い
て

　

元
照
の
著
作
に
は
先
の
「
菩
薩
戒
儀
」
の
ほ
か
に
、
南
山
所
説
の
種
子
戒
体
と
菩
薩
戒
体
に
関
す
る
議
論
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

本
節
で
は
元
照
の
菩
薩
戒
体
に
関
す
る
理
解
を
さ
ら
に
探
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
議
論
を
以
下
に
引
用
し
な
が
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と

に
し
た
い
。

　

ま
ず
は
南
山
の
種
子
戒
体
と
菩
薩
戒
体
に
関
す
る
以
下
の
問
答
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

〔
５
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
上
「
戒
体
章
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
二
一
頁
中
）

　

問
、
此
与
菩
薩
戒
体
、
為
同
為
異
？

　

 

答
、
体
同
縁
異
。
言
「
縁
異
」
者
、
大
則
三
帰
、
四
弘
、
請
師
、
問
遮
、
三
番
羯
磨
、
諸
余
法
式
、
与
今
小
宗
両
途

別
。
言
「
体

同
」
者
、
以
縁
為
旁
助
、
心
是
正
因
。
縁
疎
因
親
。
体
従
因
発
。
前
既
心
発
上
品
。
故
知
今
体
即
大
乗
。
故
涅
槃
中
、
白
四
所
受
持
、
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「
息
世
譏
嫌
、
与
性
重
無
別
」、
即
同
此
意
。

　

 　

問
う
、
此
れ
﹇
＝
南
山
種
子
戒
体
﹈
は
菩
薩
戒
体
と
為は

た
同
な
る
や
為
た
異
な
る
や
？

　

 

答
う
、
体
は
同
ぜ
る
も
縁
は
異
な
る
。「
縁
異
」
と
言
う
は
、
大
は
則
ち
三
帰
、
四
弘
、
請
師
、
問
遮
、
三
番
羯
磨
の
諸
余
の
法
式
は
、
今
の
小
宗

と
両
途

別
な
り
。「
体
同
」
と
言
う
は
、
縁
を
以
て
旁
助
と
為
す
も
、
心
は
是
れ
正
因
な
り
。
縁
は
疎
な
る
も
因
は
親
し
。
体
は
因
よ
り
発
す
。

前
に
既
に
心
は
上
品
を
発
す
。
故
に
知
る
べ
し
、
今
の
体
は
即
ち
大
乗
な
り
。
故
に
『
涅
槃
』
中
、
白
四
の
受
持
す
る
所
の
「
息
世
譏
謙
は
性
重
と

別
す
る
こ
と
無
し
」
と
は
、
即
ち
此
の
意
と
同
じ
な
り
。

　
『
四
分
律
』
の
受
戒
に
よ
り
得
ら
れ
る
種
子
戒
体
と
、
菩
薩
戒
体
の
同
異
を
問
わ
れ
、
元
照
は
、（
戒
）
体
は
同
一
で
あ
る
が
、（
受

戒
の
）
縁
は
異
な
る
と
答
え
た）

11
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。
つ
ま
り
、
戒
体
生
起
の
機
縁
と
な
る
受
戒
作
法
は
大
小
乗
で
異
な
る
が
、
受
戒
作
法
は
あ
く
ま
で
も

戒
体
生
起
を
補
助
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
の
生
起
の
起
因
と
な
る
菩
提
心
に
は
双
方
に
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、記
述〔
２
〕

や
『
済
縁
記
』
な
ど
で
重
ね
て
説
か
れ
る
三
誓
（
断
悪
・
修
善
・
度
衆
生
）
を
期
し
、
菩
提
心
を
発
し
て
受
戒
す
れ
ば
、
た
と
え
『
四

分
律
』
を
受
戒
し
た
と
し
て
も
、
得
ら
れ
る
戒
体
は
大
乗
の
そ
れ
と
な
り
得
る
の
だ
。

　

た
だ
、注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
菩
薩
戒
体
」
と
い
っ
て
も
、そ
れ
が
一
体
い
か
な
る
戒
体
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
天
台
の
菩
薩
戒
体
に
し
て
も
、『
摩
訶
止
観
』
や
『
次
第
禅
門
』『
法
華
玄
義
』
で
は
心
法
戒
体
説
が
、『
菩
薩
戒
義
疏
』

で
は
「
性
無
作
仮
色
」
の
色
法
戒
体
説
が
示
さ
れ
る）
12
（

。
つ
ま
り
、記
述
〔
５
〕
の
「
菩
薩
戒
体
」
が
い
ず
れ
の
戒
体
を
指
し
て
「
体
同
」

と
し
た
か
は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
。

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、「
仏
性
」
を
菩
薩
戒
体
と
見
做
す
こ
と
へ
の
元
照
の
言
及
、
さ
き
の
記
述
〔
４
〕
に
続
く
以
下
の
一

段
で
あ
る
。
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〔
６
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
一
頁
下
）

　
 

或
云
、
衆
生
本
有
仏
性
、
即
菩
薩
戒
体
。
今
謂
不
然
。
本
有
之
性
、

動

飛
、
一
切
皆
具
。
菩
薩
戒
体
、
受
者
方
有
、
不
受
則
無
。

此
則
因
縁
構
造
、
修
起
之
法
。
性
雖
本
有
、
非
修
不
発
。
如
摩
尼
珠
、
具
足
衆
宝
。
不
仮
縁
求
、
終
不
出
現
。

　

 　

或あ
る

ひ
と
云
く
、「
衆
生
に
本
よ
り
仏
性
有
り
、
即
ち
菩
薩
戒
体
な
り
」。
今
、
謂
ら
く
、
然
ら
ず
。
本
有
の
性
は
、

動

飛
に
し
て
、
一
切
に
皆

な
具
す
。
菩
薩
の
戒
体
は
、
受
者
、
方は
じ

め
て
有
る
も
、
受
け
ざ
れ
ば
則
ち
無
し
。
此
れ
則
ち
因
縁
の
構
造
、
修
起
の
法
な
り
。
性
は
本
有
な
り
と
雖

も
修
す
る
こ
と
非
ざ
れ
ば
発
せ
ず
。
摩
尼
珠
に
衆
宝
を
具
足
す
る
が
如
し
。
縁
を
仮
り
て
求
め
ざ
れ
ば
、
終
に
出
現
せ
ず
。

　
「
仏
性
」
を
菩
薩
の
戒
体
と
す
る
こ
と
へ
の
言
及
は
、
二
つ
の
内
容
か
ら
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
仏
性
の
働
き
が
そ

の
ま
ま
菩
薩
戒
体
と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
受
戒
と
戒
体
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
、「
仏
性
」
と

は
「
本
有
の
性
」
な
る
、
衆
生
が
本
来
的
に
具
足
す
る
本
性
を
指
す
が
、
元
照
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
菩
薩
戒
体
と
は
な
り
得

な
い
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
戒
体
は
衆
生
本
来
の
は
た
ら
き
の
上
に
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
照
の
菩
薩
戒
に
対
す
る
基

本
的
な
見
解
は
、
善
種
子
あ
る
い
は
仏
種
子
と
称
さ
れ
る
戒
の
「
体
」
は
、「
本
有
の
性
」
た
る
「
仏
性
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
第
二
に
戒
体
生
起
に
お
け
る
受
戒
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
る
。
仏
性
が
そ
の
ま
ま
戒
体
と
な
る
の
な
ら
、
受
戒
の
必
要

性
な
ど
な
く
な
る
。
し
か
し
、
戒
体
は
、
仏
性
を
具
足
す
る
衆
生
が
、
受
戒
と
い
う
作
法
を
通
し
て
、
は
じ
め
て

4

4

4

4

生
起
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
仏
性
を
戒
体
と
捉
え
、
受
戒
や
そ
の
後
の
戒
行
を
怠
っ
て
は
、
戒
体
を
生
起
せ
し
め
る
仏
性
自
体
も
現
れ
出
な
い
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
仏
性
を
菩
薩
戒
体
と
見
做
す
こ
と
を
明
確
に
斥
け
た
元
照
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
〔
６
〕
を
受
け
て
論
じ
ら
れ
る
の
が
、『
菩

薩
戒
義
疏
』
所
説
の
色
法
戒
体
説
、
す
な
わ
ち
「
性
無
作
仮
色
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

一
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〔
７
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
二
頁
上
）

　
 

天
台
疏
云
、「
不
起
而
已
。
起
則
性
無
作
仮
色
」。
南
山
云
、「
薫
本
蔵
識
、
成
善
種
子
、
此
為
戒
体
」。
①
天
台
「
性
」
之
一
字
即
能

起
因
、「
無
作
仮
色
」
即
所
発
体
。
南
山
蔵
識
即
所
依
処
、善
種
子
即
能
依
体
。
②
能
起
所
依
是
本
有
之
性
、所
発
能
依
即
今
受
之
体
。

若
此
出
体
、
文
拠
極
明
。
能
所
歴
然
、
体
性
不
濫
。
則
受
納
無
疑
、
修
持
有
託
。
此
謂
戒
体
也
。

　

 　

天
台
疏
に
云
く
、「
起
き
ざ
れ
ば
而
し
て
已
む
。
起
こ
れ
ば
則
ち
性
な
る
無
作
の
仮
色
な
り
」。
南
山
、
云
く
、「
本
蔵
識
を
薫
じ
て
、
善
種
子
を

成
ず
。
此
れ
戒
体
と
為
す
」。
①
天
台
の
「
性
」
の
一
字
は
即
ち
能
起
の
因
、「
無
作
仮
色
」
は
即
ち
所
発
の
体
な
り
。
南
山
の
蔵
識
は
即
ち
所
依
の
処
、

善
種
子
は
即
ち
能
依
の
体
な
り
。
②
能
起
と
所
依
は
是
れ
本
有
の
性
、
所
発
と
能
依
は
即
ち
今
受
の
体
な
り
。
此
の
若
く
体
を
出
だ
す
に
、
文
拠
、

極
め
て
明
ら
か
な
り
。
能
と
所
は
歴
然
に
し
、
体
と
性
は
濫
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
受
納
に
疑
う
こ
と
無
く
、
修
持
に
託
す
る
こ
と
有
り
。
此
れ
を
戒
体

と
謂
う
な
り
。

　

こ
の
一
段
で
は
、
天
台
の
「
性
無
作
仮
色
」
と
南
山
の
種
子
戒
体
の
融
合
が
試
み
ら
れ
る
。
元
照
は
、
は
じ
め
に
天
台
の
「
性
無
作

仮
色
」
を
「
性
」
と
「
無
作
仮
色
」
と
に
二
分
し
、「
性
」
を
戒
体
が
生
起
す
る
「
能
発
の
因
」、「
無
作
仮
色
」
を
「
性
」
よ
り
発
せ

ら
れ
た
「
所
発
の
体
」
と
解
し
、
次
に
南
山
の
種
子
戒
体
に
つ
い
て
は
「
蔵
識
」
を
「
所
依
の
処
」、「
種
子
」
を
「
能
依
の
体
」
と
解

す
る
（
傍
線
①
）。
そ
の
上
で
、「
能
起
」
の
「
性
」
と
「
所
依
」
の
「
蔵
識
」
は
「
本
有
の
性
」（
記
述
〔
６
〕
で
は
「
仏
性
」
を
「
本

有
の
性
」
と
す
る
）
に
、
一
方
、「
所
発
」
の
「
無
作
仮
色
」
と
「
能
依
」
の
「
種
子
」
は
「
今
受
の
体
」
す
な
わ
ち
「
戒
体
」
に
当

た
る
と
し
た
（
傍
線
②
）。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
こ
の
「
菩
薩
戒
儀
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
た
と
え
ば
、『
済
縁
記
』
で
は
、

種
子
と
蔵
識
の
関
係
を
波
と
海
の
そ
れ
に
譬
え
、
そ
の
論
証
と
し
て
「
性
無
作
仮
色
」
の
語
を
挙
げ
、
戒
体
（
種
子
、
無
作
仮
色
）
の

所
依
と
し
て
の
「
蔵
識
」
が
「
性
」
と
同
義
と
し
て
い
る）
13
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。

　

上
記
の
南
山
（
蔵
識―

種
子
）
と
天
台
（
性―

無
作
仮
色
）
の
関
係
を
理
解
す
る
上
で
、
次
の
『
芝
苑
遺
編
』「
戒
体
章
」
の
記
述

一
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が
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
と
思
う
。
種
子
戒
体
と
菩
薩
戒
体
の
同
異
を
問
わ
れ
「
体
同
縁
異
」
と
答
え
た
記
述
〔
５
〕
に
続

く
一
段
で
あ
る
。

〔
８
〕
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
上
「
戒
体
章
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
二
一
頁
中
）

　

 

若
爾
、
経
論
所
説
菩
薩
戒
心
性
為
体
。
此
則
善
種
。
何
言
体
同
？

答
、
彼
経
論
中
自
分
二
体
。
一
当
体
体
、
即
是
戒
体
。
与
今
善
種
不
殊
。
二
所
依
体
、
如
上
所
引
、
心
性
是
也
。
然
則
心
性
但
是
戒
体

所
依
、
実
非
戒
体
。
故
今
不
立
也
。

　

 　

若
し
爾
ら
ば
、
経
論
所
説
の
菩
薩
戒
は
心
性
を
体
と
為
す
。
此
れ
則
ち
善
種
と
何
ぞ
体
同
と
言
う
？

　

 

答
う
、
彼
の
経
論
中
、
自
ら
二
体
を
分
つ
。
一
は
当
体
な
り
。
体
は
即
ち
是
れ
戒
体
な
り
。
今
の
善
種
と
殊
な
ら
ず
。
二
は
所
依
の
体
な
り
。
上
の

所
引
の
如
し
、心
性
が
是
れ
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
心
性
は
但
だ
是
れ
戒
体
の
所
依
な
る
の
み
に
し
て
、実
に
戒
体
に
非
ず
。
故
に
今
は
立
て
ざ
る
な
り
。

　

記
述
〔
５
〕
の
「
菩
薩
戒
体
」
が
こ
こ
に
い
う
「
心
性
戒
体
」
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
論
拠
と
な
る
「
彼
の
経

論
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
従
義
の
『
法
華
経
三
大
部
補
注
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
心
性
戒
体
が
『
次

第
禅
門
』『
摩
訶
止
観
』
所
説
の
心
法
戒
体
で
あ
る
と
分
か
る）

14
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。
そ
の
心
性
戒
体
と
種
子
戒
体
の
同
異
に
つ
い
て
、元
照
は
、戒
体
を
「
当

体
の
体
」
と
「
所
依
の
体
」
の
二
つ
に
分
か
ち
、前
者
を
種
子
、後
者
を
心
性
と
解
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
ま
と
め
れ
ば
、「
仏
性
」

（
記
述
〔
６
〕）「
本
有
の
性
」（
記
述
〔
７
〕）
は
「
心
性
」
と
同
じ
「
所
依
の
体
」
で
あ
り
、「
種
子
」「
無
作
仮
色
」（
記
述
〔
７
〕）

が
「
当
体
の
体
」
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
仏
性
」
を
そ
の
ま
ま
戒
体
と
見
做
す
見
解
が
記
述
〔
６
〕
で
斥
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ

で
も
「
所
依
の
体
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
心
性
」
を
戒
の
当
体
と
見
做
す
こ
と
は
完
全
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
傍
線
部
参
照
）。

一
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以
上
、「
仏
性
」「
心
性
」
お
よ
び
「
性
無
作
仮
色
」
と
、
南
山
の
種
子
戒
体
の
関
連
を
見
て
き
た
。
元
照
に
よ
れ
ば
、
衆
生
本
有
の

性
で
あ
る
「
仏
性
」「
心
性
」「
性
（
無
作
仮
色
）」
と
、
受
戒
し
て
は
じ
め
て

4

4

4

4

生
起
す
る
「
善
種
子
」「
仏
種
子
」「（
性
）
無
作
仮
色
」

と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、前
者
は
戒
体
の
「
所
依
」、後
者
は
戒
体
の
「
当
体
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
、「
仏
性
」「
心

性
」
と
い
っ
た
「
本
有
の
性
」
を
安
易
に
菩
薩
の
戒
体
と
見
做
す
見
解
を
斥
け
、戒
体
と
受
戒
の
関
連
を
改
め
て
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
、

元
照
の
菩
薩
戒
体
思
想
の
特
徴
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

四　

宋
代
天
台
教
学
に
お
け
る
菩
薩
戒
体
の
諸
相

　

智
顗
の
戒
体
思
想
に
つ
い
て
は
、『
摩
訶
止
観
』
や
『
次
第
禅
門
』『
法
華
玄
義
』
に
説
く
心
法
戒
体
説
と
、『
菩
薩
戒
義
疏
』
に
説

く
色
法
戒
体
説
の
二
種
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
一
見
異
な
る
二
種
の
戒
体
説
を
宋
代
の
天
台
諸
師
は
如
何
に
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
、
与
咸
は
『
天
台
菩
薩
戒
義
疏
註
』
の
中
で
「『
止
観
』『
輔
行
』
は
心
を
以
っ
て
体
と
為
し
、『
瓔
珞
』
に
心
無
尽
な

る
が
故
に
戒
も
亦
た
無
尽
な
り
と
云
う
を
引
く
。
今
疏
は
乃
ち
無
作
の
仮
色
と
云
う
。
心
に
於
い
て
、
色
に
於
い
て
、
何
者
を
か
的
と

為
さ
ん）
15
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？
」
と
い
う
よ
う
に
、
菩
薩
の
戒
体
を
心
法
と
す
る
か
色
法
と
す
る
か
、
そ
の
解
釈
に
苦
心
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

既
述
し
た
よ
う
に
、
元
照
は
『
菩
薩
戒
義
疏
』
の
色
法
戒
体
説
に
つ
い
て
「
性
」
を
「
所
依
の
体
」、「
無
作
仮
色
」
を
「
当
体
の
体
」

と
位
置
づ
け
、
南
山
の
種
子
戒
体
説
と
の
融
合
を
説
い
た
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
宋
代
天
台
教
学
の
注
釈
と
比
べ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

に
如
何
な
る
同
異
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は
与
咸
『
天
台
菩
薩
戒
義
疏
註
』
に
お
け
る
「
性
無
作
仮
色
」
へ
の
注
釈
を
中
心

と
し
て
、
宋
代
天
台
教
学
に
お
け
る
菩
薩
戒
体
思
想
の
特
徴
を
確
認
し
、
同
時
に
元
照
の
理
解
と
の
比
較
を
通
し
て
、
宋
代
仏
教
に
お

け
る
元
照
の
位
置
づ
け
を
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

与
咸
は
戒
体
を
論
じ
る
に
当
た
り
、
戒
体
を
「
当
体
」
と
「
所
依
」
の
二
種
に
分
け
、
さ
ら
に
戒
の
「
当
体
」
を
「
心
法
」
と
「
色

一
四
二



法
」
の
二
つ
に
分
け
て
解
説
す
る
が）
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、
戒
体
を
「
当
体
」
と
「
所
依
」
に
分
け
る
点
は
元
照
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
色
法
と
心
法

に
通
じ
る
と
す
る
戒
体
の
「
当
体
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
記
述
を
参
照
し
な
が
ら
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

〔
９
〕
与
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
経
疏
註
』
巻
一
（『
新
纂
続
蔵
』
第
三
八
巻
六
一
頁
上
）

　

 

若
従
納
義
、
戒
為
能
納
、
心
為
所
納
。
若
従
発
義
、
心
為
能
発
、
戒
為
所
発
。
所
発
之
戒
、
即
是
一
種
聖
法
善
業
。
此
善
業
者
、
即

無
表
色
。﹇
中
略
﹈
従
能
発
属
心
、
従
所
発
属
色
。
①
『
止
観
』『
輔
行
』
以
心
為
体
、
従
能
発
而
言
。『
戒
疏
』
論
文
、
以
色
為
体
、

従
所
発
而
説
。
故
知
非
心
、
則
無
以
発
、
非
色
則
無
以
彰
、
是
故
諸
文
、
或
従
心
説
、
或
従
色
説
、
有
茲
所
以
、
文
方
不
虚
。
②
此

色
此
心
、
皆
属
当
体
、
皆
属
於
事
。

　

 　

若
し
納
の
義
に
従
え
ば
、
戒
を
能
納
と
為
し
、
心
を
所
納
と
為
す
。
若
し
発
の
義
に
従
え
ば
、
心
を
能
発
と
為
し
、
戒
を
所
発
と
為
す
。
所
発
の

戒
と
は
即
ち
是
れ
一
種
の
聖
法
の
善
業
な
り
。
此
の
善
業
と
は
即
ち
無
表
色
な
り
。﹇
中
略
﹈
能
発
に
従
え
ば
心
に
属
し
、所
発
に
従
え
ば
色
に
属
す
。

①
『
止
観
』『
輔
行
』
の
心
を
以
っ
て
体
と
為
す
と
は
、
能
発
に
従
い
て
言
う
。『
戒
疏
』
の
論
文
の
色
を
以
っ
て
体
と
為
す
と
は
、
所
発
に
従
い
て

説
く
。
故
に
知
り
ぬ
、
非
心
な
れ
ば
則
ち
以
っ
て
発
す
る
こ
と
無
く
、
非
色
な
れ
ば
則
ち
以
っ
て
彰
す
こ
と
無
し
。
是
れ
故
に
諸
文
に
は
、
或
い
は

心
よ
り
説
き
、
或
い
は
色
よ
り
説
く
は
、
茲
の
所
以
ん
有
り
、
文
方
は
不
虚
な
り
。
②
此
の
色
と
此
の
心
は
、
皆
な
当
体
に
属
し
、
皆
な
事
に
属
す
。

　

ま
ず
、
傍
線
①
の
記
述
か
ら
「
色
」
が
『
菩
薩
戒
義
疏
』
に
い
う
「
無
作
仮
色
」
の
色
法
戒
体
、「
心
」
が
『
摩
訶
止
観
』
に
い
う

心
法
戒
体
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
与
咸
は
前
者
の
「
色
」
を
「
所
発
の
体
」、後
者
の
「
心
」
を
「
能
発
の
体
」
に
し
た
上
で
、

傍
線
②
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
色
」「
心
」
は
と
も
に
戒
の
「
当
体
」
で
あ
る
と
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、こ
の
色
心
の
戒
体
は
「
当

体
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
皆
な
事
に
属
す
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
に
「
理
性
」
と
し
て
説
か
れ
る
「
所
依
の
体
」
に
対
し

て
、
色
心
の
当
体
が
「
事
（
用
）」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
智
顗
が
示
し
た
色
心
二
種
の
菩
薩
戒
体
は
、
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与
咸
に
よ
れ
ば
あ
く
ま
で
も
具
象
的
な
作
用
で
し
か
な
い
の
だ
。

　

で
は
、
与
咸
の
い
う
「
所
依
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
焦
点
と
な
る
『
菩
薩
戒
義
疏
』
の
「
性
無
作
仮
色
」
の
一
句
に

対
す
る
与
咸
の
解
釈
を
検
討
し
て
み
た
い
。

〔
10
〕
与
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
経
疏
註
』
巻
一
（『
新
纂
続
蔵
』
第
三
八
巻
六
一
頁
中
）

　

 

戒
之
当
体
、
義
有
定
准
、
然
後
方
可
論
其
所
依
。﹇
所
依
﹈
者
、
即
理
性
也
。
故
此
事
行
、
大
乗
詮
之
、
並
由
理
具
、
方
有
事
用
、

若
無
理
体
、
而
為
所
依
行
、
未
免
邪
事
、
皆
成
妄
。﹇
中
略
﹈
此
大
乗
戒
、
乃
全
理
之
事
、
全
性
之
修
、
方
為
妙
戒
。
是
故
今
疏
特
云
、

「
不
起
而
已
。
起
即
性
無
作
仮
色
」
者
、「
性
」
之
一
字
、
全
提
理
性
之
所
依
、「
起
」
字
「
色
」
字
、
乃
語
発
戒
之
当
体
。
当
体
有
二
。

「
起
」
字
、
是
能
発
之
心
、「
色
」
字
是
所
発
之
色
、
由
依
於
性
、
而
発
此
戒
、
故
云
「
起
即
性
無
作
仮
色
」
也
。

　

 　

戒
の
当
体
、
義
に
定
准
す
る
こ
と
有
り
て
、
然
る
後
に
方は
じ

め
て
其
の
所
依
を
論
ず
べ
し
。﹇
所
依）
17
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﹈
と
は
即
ち
理
性
な
り
。
故
に
此
の
事
行
、
大

乗
は
之
を
詮
く
に
並
び
に
理
具
に
由
り
て
方
め
て
事
用
有
り
。
若
し
理
体
無
け
れ
ば
、
所
依
の
行
と
為
す
に
、
未
だ
邪
事
を
免
れ
ざ
れ
ば
、
皆
な
妄

を
成
ず
。﹇
中
略
﹈
此
の
大
乗
戒
は
、
乃
ち
全
理
の
事
、
全
性
の
修
に
し
て
、
方
め
て
妙
戒
と
為
す
。
是
れ
故
に
、
今
疏
、
特
に
「
不
起
而
已
。
起

即
性
無
作
仮
色
」
と
云
う
は
、「
性
」
の
一
字
は
理
性
の
所
依
を
全
提
し
、「
起
」
の
字
と
「
色
」
の
字
は
乃
ち
発
戒
の
当
体
を
語
う
。
当
体
に
二
有
り
。

「
起
」
の
字
は
是
れ
能
発
の
心
、「
色
」
の
字
は
是
れ
所
発
の
色
な
り
。「
性
」
に
依
る
に
由
り
、而
し
て
此
の
戒
を
発
す
。
故
に
「
起
即
性
無
作
仮
色
」

と
云
う
な
り
。

　

与
咸
は
、「
色
」「
心
」
が
と
も
に
戒
体
の
当
体
で
あ
る
と
知
っ
た
上
で
戒
体
の
所
依
を
論
じ
得
る
と
し
、
当
体
が
依
拠
す
べ
き
「
所

依
」
と
は
「
理
性
」
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、「
事
用
」
た
る
色
心
二
法
の
戒
体
の
根
底
に
は
、真
理
と
し
て
の
「
理
性
」
が
存
在
し
、

「
所
発
の
色
」
と
「
能
発
の
心
」
は
「
理
性
」（
理
具
）
に
依
拠
し
て
は
じ
め
て
「
妙
戒
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
与
咸
は
続
け
て
『
菩
薩

一
四
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戒
義
疏
』
の
「
不
起
而
已
。
起
即
性
無
作
仮
色
」
の
十
一
字
を
解
釈
し
、「
性
」
と
は
理
性
と
し
て
の
「
所
依
の
体
」、「
起
」
と
「
色
」

は
事
用
と
し
て
顕
現
し
た
「
戒
の
当
体
」
と
し
（
傍
線
）、
さ
ら
に
「
当
体
」
と
し
た
「
起
」
を
「
能
発
の
心
」、
す
な
わ
ち
『
摩
訶
止

観
』
所
説
の
心
法
戒
体
に
、「
色
」
を
「
所
発
の
色
」、
す
な
わ
ち
『
菩
薩
戒
義
疏
』
の
「
無
作
仮
色
」
に
そ
れ
ぞ
れ
配
し
た
。

　
「
性
無
作
仮
色
」
の
「
性
」
を
戒
体
の
「
所
依
」
と
し
、「
無
作
仮
色
」
を
戒
の
「
当
体
」
と
し
た
点
は
元
照
と
同
様
で
あ
る
が
、「
当

体
」
を
色
法
と
心
法
に
二
分
し
て
「
事
用
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
根
底
に
「
理
性
」
た
る
「
所
依
」
の
体
を
置
い
た
と
こ
ろ
に
、
与
咸

の
菩
薩
戒
体
思
想
の
特
徴
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
与
咸
の
『
梵
網
菩
薩
戒
経
疏
註
』
に
は
彼
の
正
義
論
と
は
別
に
、
同
時
期
の
誤
謬
説
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
注
目
さ
れ

る
の
が
仁
岳
（
九
九
二―

一
〇
六
四
）
の
菩
薩
戒
体
へ
の
理
解
で
あ
る
。
仁
岳
の
戒
体
思
想
は
元
照
の
著
作
で
も
そ
の
批
判
対
象
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る
が）
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、
こ
こ
で
は
与
咸
に
よ
り
誤
謬
説
の
一
つ
と
さ
れ
た
仁
岳
の
菩
薩
戒
体
思
想
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た

い
。
与
咸
は
仁
岳
の
学
説
を
要
約
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
11
〕
与
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
経
疏
註
』
巻
一
（『
新
纂
続
蔵
』
第
三
八
巻
六
〇
頁
下
）

　

 

浄
覚
『
雑
編
』
云
、「
夫
言
体
者
、
有
当
体
体
、
有
所
依
体
、
当
体
属
色
、
所
依
属
心
」。﹇
中
略
﹈
且
如
浄
覚
、
雖
分
当
体
所
依
、

乃
指
心
為
所
依
、
殊
不
知
今
之
戒
体
。
且
弁
当
体
無
作
之
法
、
不
可
以
理
体
濫
之
。
如
前
所
弁
、
此
最
失
旨
。

　

 　

浄
覚
﹇
＝
仁
岳
﹈『
雑
編
』
に
云
く
、「
夫
れ
体
と
言
う
に
、
当
体
の
体
有
り
、
所
依
の
体
有
り
。
当
体
は
色
に
属
し
、
所
依
は
心
に
属
す
」。﹇
中
略
﹈

且
く
浄
覚
の
如
き
は
、
当
体
と
所
依
と
に
分
つ
と
雖
も
、
乃
ち
心
を
指
し
て
所
依
と
為
す
は
、
殊
に
今
の
戒
体
を
知
ら
ず
。
且
く
当
体
の
無
作
の
法

を
弁
ず
る
に
、
理
体
を
以
っ
て
之
を
濫
す
べ
か
ら
ず
。
前
の
所
弁
の
如
し
、
此
れ
最
も
旨
を
失
す
。

一
四
五



　

仁
岳
の
見
解
は
、
与
咸
や
元
照
と
同
様
に
、
戒
体
を
「
当
体
」
と
「
所
依
」
の
体
の
二
つ
に
分
け
る
の
だ
が
、
仁
岳
の
場
合
、「
色
」

を
「
当
体
の
体
」、「
心
」
を
「
所
依
の
体
」
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
可
観
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
仁
岳
は
『
摩
訶
止
観
』
の
心
法
戒
体

を
「
所
依
の
体
」、『
菩
薩
戒
義
疏
』
の
色
法
戒
体
を
「
当
体
の
体
」
と
し
た
と
さ
れ
る）
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。
こ
の
仁
岳
の
見
解
は
、「
心
性
」
を
「
所
依
」、

「
無
作
仮
色
」
を
「
当
体
」
と
し
た
元
照
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、「
所
依
」
を
「
理
性
」
と
す
る
与
咸
は
、

仁
岳
の
理
解
に
対
し
て
、「
心
を
指
し
て
所
依
と
為
す
は
、
殊
に
今
の
戒
体
を
知
ら
ず
」
と
し
て
斥
け
、
同
じ
く
誤
謬
説
の
一
つ
と
さ

れ
る
清
弁
蘊
斉
（
一
〇
五
四―

一
一
三
〇
）『
頂
山
記
』
な
ど
と
比
し
て
「
最
も
旨
を
失
す
」
と
厳
し
い
評
価
を
下
し
た
。
と
い
う
こ

と
は
、
元
照
の
理
解
も
ま
た
、
仁
岳
同
様
に
与
咸
に
よ
り
排
斥
さ
れ
る
誤
謬
説
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

仁
岳
の
菩
薩
戒
体
思
想
は
、
与
咸
だ
け
で
な
く
可
観
の
著
作
に
も
見
ら
れ
、
一
様
に
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
仁
岳
の

戒
体
理
解
は
宋
代
天
台
教
学
の
主
流
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
与
咸
や
可
観
の
記
述
を
見
る
に
、
天
台

の
菩
薩
戒
体
を
「
当
体
」
と
「
所
依
」
の
二
体
に
分
け
て
解
釈
し
た
の
は
、
あ
る
い
は
仁
岳
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
は
さ
ら
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
元
照
や
与
咸
が
仁
岳
と
同
じ
分
析
方
法
を
用
い
て
菩
薩
の
戒
体

を
解
釈
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

五　

む
す
び
に

　

以
上
の
諸
検
討
を
表
に
ま
と
め
、
元
照
の
菩
薩
戒
体
思
想
の
特
徴
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
に
、「
菩
薩
戒
儀
」
に
お
け
る
「
戒
体
」
の
解
説
を
見
る
に
、
元
照
の
菩
薩
戒
体
の
思
想
的
論
拠
は
、『
羯
磨
疏
』
所
説
の
種
子

戒
体
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
表
現
的
に
は
、『
済
縁
記
』
で
「
善
種
子
」
と
称
さ
れ
た
南
山
の
種
子
戒
体
が
、「
菩
薩
戒
儀
」
で
は

「
仏
種
子
」
と
称
さ
れ
て
は
い
た
が
、
思
想
的
に
際
立
っ
た
発
展
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
済
縁
記
』
で
は
『
法
華
経
』「
方
便
品
」

一
四
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の
「
仏
種
は
縁
に
従
っ
て
起
こ
る
」
と
い
う
一
節
を
介
し
て
「
善
種
子
」
を
「
一
体
三
仏
の
種
」
と
も
称
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
元
照

が
南
山
の
種
子
戒
体
を
解
釈
す
る
上
で
、
菩
薩
戒
体
の
「
仏
種
子
」
を
想
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
道
宣
に
は
斯
様
な
解
釈
は
見

受
け
ら
れ
ず
、
南
山
の
戒
体
「
善
種
子
」
を
「
仏
種
子
」
と
称
し
て
菩
薩
の
戒
体
に
踏
み
込
ん
で
解
釈
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
を

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

図
一
：
元
照
の
著
作
に
お
け
る
戒
体
の
当
体
と
所
依

戒
（
体
）
の
当
体

戒
（
体
）
の
所
依

『
済
縁
記
』

善
種
子　

一
体
三
仏
種

本
蔵
識

「
菩
薩
戒
儀
」

仏
種
子
（
記
述
〔
４
〕）

仏　
　

性
（
記
述
〔
６
〕）

本
有
の
性
（
記
述
〔
７
〕）

「
戒
体
章
」

善　
　

種
（
記
述
〔
８
〕）

心　
　

性
（
記
述
〔
８
〕）

　

第
二
に
、
元
照
は
「
仏
性
」
や
「
心
性
」
と
い
っ
た
「
本
有
の
性
」
を
そ
の
ま
ま
菩
薩
戒
体
と
す
る
見
解
を
斥
け
る
た
め
に
、
戒
体

を
そ
の
生
起
の
作
用
に
応
じ
て
「
当
体
」
と
「
所
依
」
に
二
分
し
、
前
者
を
「
種
子
」「
仏
種
子
」「（
性
）
無
作
仮
色
」、
後
者
を
「
蔵

識
」「
仏
性
」「
心
性
」「
性
（
無
作
仮
色
）」
と
し
て
、
明
確
に
分
け
た
こ
と
も
そ
の
特
徴
と
い
え
る
。
菩
薩
の
戒
体
が
「
本
有
の
性
」

と
し
て
衆
生
に
具
足
す
る
な
ら
、受
戒
は
お
ろ
か
戒
律
の
存
在
意
義
す
ら
失
い
か
ね
な
い
。
南
山
律
を
宗
と
す
る
元
照
に
し
て
み
れ
ば
、

斯
様
な
戒
体
思
想
は
看
過
で
き
な
い
理
解
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
以
上
、
図
一
参
照
）。

　

第
三
に
、
戒
体
を
当
体
と
所
依
に
二
分
し
た
こ
と
に
よ
り
、
南
山
の
「
蔵
識
」
と
「
種
子
」
は
、
天
台
の
「
性
」「
無
作
仮
色
」
と

一
四
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の
融
合
が
容
易
に
な
り
、
南
山
律
宗
の
戒
体
が
思
想
的
に
よ
り
大
乗
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
先
駆
と
な
っ
た
の
が
、
元

照
に
先
行
し
て
天
台
菩
薩
戒
体
を
当
体
と
所
依
に
二
分
し
て
解
釈
し
た
仁
岳
で
あ
ろ
う
。
仁
岳
は
天
台
の
学
僧
で
あ
り
な
が
ら
南
山
の

祖
承
説
を
著
わ
し
、
ま
た
、
南
山
の
戒
体
説
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
な
ど
、
南
山
律
宗
と
の
接
点
は
少
な
く
な
い
。
彼
の
解
釈
は
、
南

宋
の
与
咸
や
可
観
な
ど
に
よ
り
誤
謬
説
と
斥
け
ら
れ
る
も
、
彼
ら
の
戒
体
解
釈
に
も
仁
岳
の
解
釈
が
基
調
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
存
在

を
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
図
二
参
照
）。

図
二
：
元
照
に
よ
る
天
台
菩
薩
戒
体
の
位
置
づ
け

『
菩
薩
戒
義
疏
』

『
摩
訶
止
観
』
等

性

無
作
仮
色

心
（
性
）

元
照

所
依

当
体

所
依

与
咸

所
依
（
理
性
）

当
体
（
所
発
の
体
）

当
体
（
能
発
の
体
）

仁
岳

―
当
体

所
依

　

こ
の
よ
う
に
、
元
照
は
南
山
の
種
子
戒
体
説
に
限
ら
ず
、
菩
薩
戒
体
説
に
つ
い
て
も
、
天
台
の
思
想
を
強
く
意
識
し
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
元
照
が
律
学
研
鑽
時
代
に
天
台
の
神
悟
処
謙
（
一
〇
一
一―

一
一
七
五
）
に
参
学
し
、「
当
に
法
華
を
明
か
し
、

以
っ
て
四
分
﹇
律
﹈
を
弘
む
べ
し）
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」
と
託
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
一
因
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
重
要
な
の
は
、
菩
薩
戒

を
「
純
一
大
乗
の
成
仏
の
法
」
あ
る
い
は
「
一
乗
円
極
妙
戒
」
と
位
置
づ
け
、
所
宗
の
『
四
分
律
』
で
す
ら
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
「
方

便
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
言
で
あ
る
。『
四
分
律
』
が
菩
薩
戒
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
根
源
は
決
ま
っ
て
菩
薩

一
四
八



戒
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
照
が
し
ば
し
ば
智
顗
所
説
の
「
性
無
作
仮
色
」
の
菩
薩
戒
体
を
引
き
、
南
山
の
種
子
戒
体
と
の
会

通
を
は
か
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
菩
薩
の
戒
体
思
想
へ
の
考
究
を
通
し
て
、
南
山
律
宗
の
さ
ら
な
る
大
乗
化
を
強

く
推
し
進
め
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。

註（１ 

）
本
稿
は
、博
士
学
位
請
求
論
文
『
宋
代
南
山
律
学
の
研
究
』（
駒
澤
大
学
、二
〇
一
〇
年
）
所
収
「
元
照
の
菩
薩
戒
体
思
想
」（
学
術
誌
未
投
稿
）

を
加
筆
修
正
し
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
三
日
の
当
研
究
所
定
例
研
究
会
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
２ 

）
元
照
「
菩
薩
戒
儀
」
に
関
し
て
は
、土
橋
秀
高
「
元
照
戒
観
の
展
望
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
九
号
、一
九
八
一
年
）
や
、平
川
彰
『
日

本
仏
教
と
中
国
仏
教
』（
平
川
彰
著
作
集
第
八
巻
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
一
一―

四
一
四
頁
で
「
菩
薩
戒
儀
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の

受
戒
作
法
の
次
第
や
特
徴
が
専
ら
論
じ
ら
れ
る
。

（
３ 

）
本
稿
と
関
連
す
る
研
究
と
し
て
、
拙
稿
「
元
照
の
戒
体
思
想
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
四
十
号
、
二
〇
〇
九
年
）、「
元
照
に
よ
る
仁

岳
の
戒
体
説
批
判
」（『
仏
教
学
』
第
五
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
菩
薩
戒
体
思
想
と
関
連
す
る
在
家
信
者
へ
の
説
示
と
し
て
、「
在

家
信
者
に
対
す
る
戒
律
講
義―
―

霊
芝
元
照
「
為
判
府
蒋
枢
密
開
講
要
義
」
を
中
心
と
し
て―

―

」（
仏
光
大
学
仏
教
研
究
中
心
『
仏
光
学
報
』

新
三
巻
第
一
期
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
の
で
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４ 

）「
戒
法
」
と
は
、
釈
尊
所
制
の
戒
、
こ
こ
で
は
梵
網
戒
を
指
す
。「
菩
薩
戒
儀
」
冒
頭
で
は
、
五
戒
、
八
斎
戒
、
十
戒
、
具
足
戒
、
菩
薩
戒
の

諸
相
を
上
げ
る
が
、「
純
一
大
乗
の
成
仏
の
法
」
た
る
菩
薩
戒
は
、
そ
も
そ
も
具
象
的
な
一
々
の
行
為
を
制
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ

る
「
心
」
を
制
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、菩
薩
戒
に
は
一
々
の
条
文
は
あ
る
が
、心
あ
る
い
は
衆
生
の
機
縁
に
応
じ
て
戒
も
「
無
量
無
辺
」

で
あ
る
と
す
る
。

　

元
照
『
芝
園
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
一
頁
中
）

　

 

初
戒
法
者
、
天
台
疏
云
、「
最
初
妙
海
王
子
従
盧
舍
那
仏
受
菩
薩
戒
」、
即
為
法
身
大
士
。
制
十
重
四
十
八
軽
、
乃
是
心
地
一
品
耳
。
拠
梵
網
大
本
、

一
百
十
二
巻
六
十
一
品
戒
文
下
、
指
八
万
威
儀
品
等
、
即
知
制
法
量
等
塵
沙
。
由
制
心
地
、
動
心
違
理
、
徧
衆
生
界
。
心
無
量
故
、
制
亦
無
量
。

衆
生
無
尽
、
戒
亦
無
尽
。
除
十
重
已
外
、
一
切
皆
結
軽
垢
罪
、
即
知
軽
垢
不
可
限
量
。
遠
古
諸
仏
、
同
一
楷
模
、
仏
仏
相
承
、
伝
至
今
日
。
非

独
寂
場
舍
那
始
制
。

一
四
九



　

 　

初
め
に
「
戒
法
」
と
は
、
天
台
疏
に
「
最
初
に
妙
海
王
子
、
盧
舍
那
仏
よ
り
菩
薩
戒
を
受
く
」
と
云
う
は
、
即
ち
法
身
大
士
と
為
す
。
十
重

四
十
八
軽
を
制
す
る
は
、
乃
ち
是
れ
心
地
一
品
の
み
。
梵
網
大
本
に
拠
ら
ば
、
一
百
十
二
巻
六
十
一
品
戒
文
の
下
に
八
万
威
儀
品
等
を
指
す
は
、

即
ち
制
法
の
量
等
は
塵
沙
な
る
を
知
る
。
心
地
を
制
す
る
に
由
る
も
、
心
を
動
じ
て
理
に
違
い
、
衆
生
界
に
徧あ
ま
ね
し
。
心
は
無
量
な
る
が
故
に
、

制
も
亦
た
無
量
な
り
。
衆
生
は
無
尽
な
れ
ば
、
戒
も
亦
た
無
尽
な
り
。
十
重
を
除
く
已
外
に
、
一
切
は
皆
な
軽
垢
罪
を
結
す
る
は
、
即
ち
軽
垢

は
不
可
限
量
な
る
を
知
る
。
遠
古
の
諸
仏
、
同
一
に
楷
模
し
、
仏
仏
相
承
し
て
、
伝
え
て
今
日
に
至
る
。
独
り
寂
場
舍
那
の
始
め
て
制
す
る
の

み
に
非
ず
。

（
５ 

）「
戒
行
」
と
は
、
三
仏
（
法
身
・
報
身
・
応
身
）
の
果
報
を
具
現
せ
し
め
る
三
聚
浄
戒
の
円
修
を
指
す
。
戒
体
を
生
起
せ
し
め
る
三
つ
の
誓
願

と
、
戒
体
生
起
後
の
三
聚
浄
戒
の
実
行
は
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
が
「
車
の
二
輪
」
あ
る
い
は
「
鳥
の
両
翅
」
の
如
く
相
応
せ
よ
と
、
元

照
は
示
す
。

　

元
照
『
芝
園
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
二
頁
上
）

　

 

三
明
戒
行
、
既
発
此
体
、
当
起
随
行
。
専
精
保
守
、
如
護
明
珠
。
一
切
時
中
不
令
忘
失
。
恒
憶
、
恒
持
、
恒
防
、
一
心
三
用
、
念
念
円
修
。
遠

離
諸
悪
、
摂
律
儀
戒
也
。
修
習
諸
善
、
摂
善
法
戒
也
。
将
護
衆
生
、
饒
益
有
情
戒
也
。
始
発
三
誓
、
次
行
三
戒
、
終
獲
三
果
。
即
法
・
報
・
応

三
仏
身
也
。
願
行
相
副
、
目
足
更
資
、
如
車
二
輪
、
如
鳥
両
翅
。
此
謂
戒
行
也
。

　

 　

三
に
戒
行
を
明
か
す
。
既
に
此
の
体
を
発
せ
ば
、
当
に
随
行
を
起
こ
す
べ
し
。
専
精
に
保
守
す
る
こ
と
、
明
珠
を
護
る
が
如
し
。
一
切
時
中

に
忘
失
せ
し
め
ず
。
恒
に
憶お
ぼ

え
、
恒
に
持た
も

ち
、
恒
に
防
ぎ
、
一
心
に
三
用
し
て
、
念
念
に
円
修
す
。
諸
悪
を
遠
離
す
る
は
、
摂
律
儀
戒
な
り
。

将
に
衆
生
を
護
ら
ん
と
す
る
は
、
饒
益
有
情
戒
な
り
。
諸
善
を
修
習
す
る
は
、
摂
善
法
戒
な
り
。
始
め
に
三
誓
を
発
し
、
次
に
三
戒
を
行
じ
て
、

終
に
三
果
を
獲
る
。
即
ち
法
・
報
・
応
の
三
仏
身
な
り
。
願
行
は
相
い
副そ

い
、
目
足
は
更
資た
す

く
る
こ
と
、
車
の
二
輪
の
如
く
、
鳥
の
両
翅
の
如
し
。

此
れ
を
「
戒
行
」
と
謂
う
な
り
。

（
６ 

）「
戒
相
」
は
「
行
」
と
「
法
」
の
二
相
に
分
け
て
解
さ
れ
る
。「
行
」
に
対
す
る
「
戒
相
」
と
は
、
三
聚
浄
戒
（
円
戒
）
の
奉
持
に
よ
り
衆
生

教
化
が
円
成
す
る
持
戒
の
徳
を
い
う
。
一
方
、「
法
」
に
対
す
る
戒
相
と
は
、「
無
量
無
辺
」
な
る
菩
薩
戒
に
対
す
る
考
究
で
あ
り
、
受
戒
後
は

お
の
ず
か
ら
師
に
参
求
し
て
戒
法
の
持
犯
に
つ
と
め
る
と
い
う
。

　

元
照
『
芝
園
遺
編
』
巻
中
「
授
大
乗
菩
薩
戒
儀
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
三
二
頁
上
）

　

四
者
戒
相
。
此
有
二
種
。
①
既
奉
円
戒
、
三
業
動
止
、
莫
非
利
物
、
自
行
化
他
、
美
徳
彰
顕
、
香
聞
十
方
。
衆
生
喜
見
、
随
所
化
導
、
如
風
偃

　

艸
、 

無
不
伏
従
。
経
云
、「
行
於
世
間
、
無
有
障
礙
、
如
空
中
月
出
於
雲
翳
」。
此
即
約
行
為
相
也
。
②
梵
網
戒
本
十
重
四
十
八
軽
、
名
種
条
別
、

一
五
〇



　

 

一
一
条
中
復
有
多
相
。
皆
須
誦
持
、
依
師
求
学
、
体
究
持
犯
、
方
名
清
浄
。
故
戒
本
中
嘱
令
善
学
。
此
即
以
法
為
相
也
。
二
皆
可
別
。
故
総
名
相
。

此
謂
戒
相
也
。

　
 　

四
は
戒
相
な
り
。
此
れ
に
二
種
有
り
。
①
既
に
円
戒
を
奉
ず
れ
ば
、
三
業
の
動
止
、
利
物
に
非
ざ
る
こ
と
莫
く
、
自
ら
化
他
を
行
じ
、
美
徳

は
彰
顕
し
、
香
は
十
方
に
聞
く
。
衆
生
、
喜
見
し
て
、
化
導
す
る
所
に
随
う
こ
と
、
風
の
艸
を
偃ふ

す
に
、
伏
従
せ
ざ
る
こ
と
無
き
が
如
し
。
経

に
云
く
、「
世
間
に
行
ず
る
に
、
障
礙
有
る
こ
と
無
き
こ
と
、
空
中
の
月
、
雲
翳
に
出
ず
る
が
如
し
」。
此
れ
即
ち
行
に
約
し
て
相
と
為
す
な
り
。

②
梵
網
戒
本
の
十
重
四
十
八
軽
は
名
種
条
別
な
る
も
、
一
一
の
条
中
に
復
た
多
相
有
り
。
皆
な
須
ら
く
誦
持
し
て
、
師
に
依
っ
て
求
学
し
、
持

犯
を
体
究
し
て
、
方は
じ

め
て
清
浄
と
名
づ
く
。
故
に
戒
本
中
に
嘱
み
て
善
学
せ
し
む
。
此
れ
即
ち
法
を
以
っ
て
相
と
為
す
な
り
。
二
つ
は
皆
な
別

と
す
べ
し
。
故
に
総
て
「
相
」
と
名
づ
く
。
此
れ
「
戒
相
」
と
謂
う
な
り
。

（
７ 

）
菩
薩
戒
を
諸
々
の
戒
律
の
本
源
と
す
る
見
解
は
、
元
照
『
済
縁
記
』（『
新
纂
続
蔵
』
第
四
一
巻
二
五
六
頁
下
）
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
如
来
は
菩
提
樹
下
で
「
心
戒
」（
＝
菩
薩
戒
・
一
乗
円
極
妙
戒
）
を
制
し
、
後
に
鹿
野
苑
に
お
い
て
、
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て

種
々
の
戒
条
を
選
び
出
し
、
五
戒
・
八
斎
戒
・
十
戒
・
具
足
戒
と
い
っ
た
種
々
の
戒
律
が
説
か
れ
た
と
す
る
。

（
８ 

）「
菩
薩
戒
儀
」
で
は
記
述
〔
１
〕
に
続
い
て
、「
純
一
大
乗
の
成
仏
の
法
」
た
る
大
乗
菩
薩
戒
に
は
、
華
厳
系
統
の
『
梵
網
経
』
と
法
華
系
統

の
『
善
戒
経
』
が
あ
る
と
説
く
。
前
者
は
道
俗
を
問
わ
ず
一
切
の
衆
生
を
対
象
と
し
、
法
師
の
説
戒
さ
え
理
解
す
れ
ば
、
直
ち
に
受
戒
は
完
成

す
る
と
い
う
「
頓
戒
」
を
説
き
、
後
者
は
在
家
の
五
戒
か
ら
比
丘
の
具
足
戒
ま
で
一
つ
一
つ
を
受
け
た
後
に
菩
薩
戒
を
受
け
る
と
い
う
「
漸
戒
」

の
立
場
を
取
る
。
元
照
が
何
れ
の
菩
薩
戒
を
重
視
し
て
い
た
か
と
言
え
ば
、恐
ら
く
後
者
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
済
縁
記
』
に
『
梵
網
経
』
と
『
善

戒
経
』
を
比
較
し
た
上
で
「『
法
華
』『
涅
槃
』
の
二
経
を
引
き
証
と
為
す
（『
新
纂
続
蔵
』
第
四
一
巻
二
五
七
頁
中
）」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
知
ら
れ
る
。

　

 　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、『
済
縁
記
』
に
見
ら
れ
る
『
梵
網
経
』
と
『
善
戒
経
』
の
小
乗
律
に
対
す
る
扱
い
で
あ
る
。
元
照
に
よ
れ
ば
、
華
厳

系
の
『
梵
網
経
』
で
は
小
乗
律
を
学
ぶ
こ
と
自
体
が
犯
戒
と
見
做
さ
れ
る
の
に
対
し
、
法
華
系
の
『
菩
薩
善
戒
経
』
で
は
、
小
乗
律
は
方
便
で

は
あ
る
が
学
ば
な
け
れ
ば
犯
戒
と
な
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
声
聞
戒
た
る
『
四
分
律
』
の
持
律
を
肯
定
す
る
法
華
部
系
の
『
善

戒
経
』
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

 　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
元
照
が
段
階
的
な
受
戒
を
説
き
、
声
聞
戒
の
持
律
を
肯
定
す
る
『
善
戒
経
』
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
後
の
南

宋
で
な
さ
れ
る
菩
薩
戒
の
「
増
受
」「
不
増
受
」
の
議
論
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

（
９
）
拙
稿
「
元
照
の
戒
体
思
想
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
四
十
号
、
二
〇
〇
九
年
）
七
七
頁
参
照
。

（
10
）
元
照
『
芝
苑
遺
編
』
巻
下
「
為
義
天
僧
統
開
講
要
義
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
九
巻
六
四
三
頁
下
）

（
11 

）
法
照
『
読
教
記
』
に
は
記
述
〔
５
〕
と
同
様
の
質
問
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
種
子
戒
体
と
菩
薩
戒
体
の
同
一
を
認
め
て
い
る
。
法
照
は
、

一
五
一



道
宣
が
有
宗
（
色
法
戒
体
）
と
空
宗
（
非
色
非
心
戒
体
）
の
戒
体
説
を
法
華
と
涅
槃
の
意
を
も
っ
て
大
乗
円
教
の
種
子
戒
体
に
融
合
せ
し
め
た

点
を
述
べ
、
次
の
よ
う
な
問
答
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

法
照
『
法
華
経
三
大
部
読
教
記
』
巻
一
七
（『
新
纂
続
蔵
』
第
二
八
巻
九
八
頁
下
）

　

 

此
円
宗
不
分
作
無
作
、
並
以
蔵
識
善
種
為
体
。
蓋
約
法
華
開
権
顕
実
、
涅
槃
扶
律
談
常
、
以
立
円
宗
。
窃
詳
南
山
之
意
、
特
以
大
乗
引
接
小
教
、

皆
入
仏
乗
也
。

　

或
問
、
此
与
菩
薩
戒
体
、
同
異
云
何
？

　

曰
、
既
約
開
顕
、
則
業
体
是
同
。
其
持
犯
有
異
也
。

　
　

此
の
円
宗
﹇
＝
南
山
円
教
宗
、
南
山
律
宗
を
指
す
﹈、
作
と
無
作
と
を
分
け
ず
。
並
び
に
蔵
識
の
善
種
を
以
っ
て
体
と
為
す
。
蓋
し
法
華
の

　

 

開
権
顕
実
、
涅
槃
の
扶
律
談
常
に
約
し
、
以
っ
て
円
宗
を
立
つ
。
窃ひ
そ

か
に
南
山
の
意
を
詳つ
ま
びら
か
に
す
る
に
、
特
に
大
乗
を
以
っ
て
小
乗
を
引
接
し
、

皆
な
仏
乗
に
入
る
な
り
。

　
　

或あ
る

ひ
と
問
う
、「
此
れ
﹇
＝
種
子
戒
体
﹈
は
菩
薩
戒
体
と
の
同
異
、
云い
か
ん何
？
」

　
　

曰
く
、「
既
に
開
顕
に
約
せ
ば
、
則
ち
業
体
は
是
れ
同
な
り
。
其
の
持
犯
に
異
な
る
有
る
な
り
」。

（
12 

）
天
台
の
菩
薩
戒
体
に
つ
い
て
は
、
特
に
平
川
彰
『
日
本
仏
教
と
中
国
仏
教
』（
平
川
彰
著
作
集
第
八
巻
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
一―

一
三
六
頁
「
智
顗
の
戒
体
論
に
つ
い
て
」
を
参
照
し
た
。

（
13
）
元
照
『
四
分
律
刪
補
随
機
羯
磨
疏
済
縁
記
』
巻
三
（『
新
纂
続
蔵
』
第
四
一
巻
二
五
八
頁
下
）

　

 　

今
明
唯
識
、
則
発
起
有
従
、
依
持
得
所
。
如
上
楞
伽
海
浪
之
喩
浪
従
海
起
還
復
海
中
。
又
如
天
台
『
菩
薩
戒
疏
』
云
「
戒
体
者
、
不
起
而
已
。

起
即
性
無
作
仮
色
」。
全
性
而
起
、
還
依
性
住
、
経
生
不
滅
、
良
由
於
此
。

　

 　

今
、
唯
識
を
明
か
せ
ば
則
ち
発
起
に
従
う
有
り
、
依
持
に
所
を
得
る
。
上
の
楞
伽
の
海
浪
の
喩
の
如
し
。
浪
は
海
よ
り
起
き
、
還
た
海
中
に

復か
え

る
。
又
た
天
台
『
菩
薩
戒
疏
』
に
「
戒
体
と
は
起
さ
ず
ん
ば
而
し
て
已
む
。
起
さ
ば
即
ち
性
な
る
無
作
の
仮
色
な
り
」
と
云
う
が
如
し
。
性

を
全
う
せ
ば
而
し
て
起
き
、
還ま

た
性
に
依
り
て
住
し
、
生
を
経
る
も
滅
せ
ず
。
良
に
此
れ
に
由
る
。

（
14
）
従
義
『
法
華
経
三
大
部
補
注
』
巻
二
（『
新
纂
続
蔵
』
第
二
八
巻
一
五
九
頁
上
）

　
　
『
戒
疏
』
云
「
性
無
作
仮
色
」、『
輔
行
』
云
「
心
性
為
戒
体
」、
是
以
色
心
咸
皆
云
性
。
性
之
色
心
為
大
乗
戒
体
。
小
乗
之
中
、
皆
無
斯
説
。

　

 　
『
戒
疏
』
に
「
性
な
る
無
作
仮
色
」
と
云
い
、『
輔
行
』
に
「
心
性
を
戒
体
と
為
す
」
と
云
う
は
、
是
れ
色
心
を
以
っ
て
咸
こ
と
ご
とく
皆
な
「
性
」
と

云
い
、
性
の
色
心
も
て
大
乗
の
戒
体
と
為
す
。
小
乗
の
中
に
、
皆
な
斯
の
説
無
し
。

（
15
）
与
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
経
疏
註
』
巻
一
（『
新
纂
続
蔵
』
第
三
八
巻
六
〇
頁
下
）
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（
16 

）
与
咸
に
よ
れ
ば
、
戒
体
は
「
当
体
」
と
「
所
依
」
に
二
分
さ
れ
（
傍
線
①
）、
身
口
意
の
三
業
に
よ
る
受
戒
行
事
を
経
て
生
起
し
た
戒
体
は
、

色
と
心
の
二
法
に
通
じ
る
と
い
う
（
傍
線
②
）。
一
見
、「
心
法
」
が
戒
体
の
「
所
依
」
と
思
わ
れ
る
が
、
記
述
〔
９
〕
に
よ
り
、『
菩
薩
戒
義
疏
』

の
「
無
作
仮
色
」
も
『
摩
訶
止
観
』
所
説
の
「
心
法
」
も
と
も
に
戒
の
当
体
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

与
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
経
疏
註
』
巻
一
（『
新
纂
続
蔵
』
第
三
八
巻
六
一
頁
上
）

　

 

①
夫
言
体
者
、
当
論
二
種
、
一
者
当
体
、
二
者
所
依
。
今
明
所
発
「
無
作
体
」
者
、
乃
是
宗
中
所
明
因
行
、
従
因
克
果
、
有
修
有
発
、
附
事
而
明
、

故
須
且
於
当
体
而
弁
、
未
渉
所
依
也
。
②
当
知
戒
体
、
通
色
通
心
、
蓋
由
稟
戒
、
従
三
業
受
、
精
持
無
犯
、
虔
重
恪
誠
、
方
乃
発
起
無
作
戒
体
。

此
体
発
時
、
必
有
能
発
、
必
有
所
発
、
心
為
能
発
、
色
為
所
発
。

　

 　

①
夫
れ
体
と
言
う
は
、
当
に
二
種
を
論
ず
べ
し
。
一
は
当
体
、
二
は
所
依
な
り
。
今
、
所
発
の
無
作
の
体
を
明
か
さ
ば
、
乃
ち
是
れ
宗
中
に

明
か
す
所
の
因
行
な
り
。
因
よ
り
果
を
克よ

く
す
。
修
す
こ
と
有
れ
ば
発
す
る
こ
と
有
り
。
事
に
附
し
て
明
か
す
。
故
に
須
ら
く
且
く
当
体
に
於

い
て
弁
ず
べ
し
。
未
だ
所
依
に
渉
ら
ざ
る
な
り
。
②
当
に
知
る
べ
し
、戒
体
は
色
に
通
じ
心
に
も
通
ず
。
蓋
し
稟
戒
の
三
業
よ
り
受
く
る
に
由
り
、

精
持
し
て
無
犯
、
虔
重
恪
誠
な
れ
ば
、
方は
じ

め
て
乃
ち
無
作
の
戒
体
を
発
起
す
。
此
の
体
、
発
せ
し
時
、
必
ず
能
発
有
り
、
必
ず
所
発
有
り
。
心

を
能
発
と
為
し
、
色
を
所
発
と
為
す
。

（
17 

）
与
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
經
疏
註
』
の
原
文
で
は
、「
然
後
方
可
論
其
所
依
者
即
理
性
也
」
と
あ
り
、「
其
所
依
」
が
前
節
「
可
論
」
の
目
的
語
と

な
る
の
か
、
或
い
は
後
節
「
者
即
理
性
也
」
の
主
語
と
な
る
の
か
、
判
断
し
難
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
該
部
分
を
引
用
し
た
法
照
『
法
華

三
大
部
読
教
記
』
に
は
「
然
後
方
可
論
其
所
依
。
所
依
者
即
理
性
也
」
と
あ
り
、後
節
の
主
語
と
し
て
「
所
依
」
を
補
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

本
稿
で
は
こ
の
事
例
に
な
ら
い
、
後
節
に
「
所
依
」
の
一
句
を
補
っ
て
読
解
し
た
。

（
18 

）「
元
照
に
よ
る
仁
岳
の
戒
体
説
批
判
」（『
仏
教
学
』
第
五
一
号
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
、『
成
実
論
』
に
い
う
非
色
非
心
の
戒
体
を
め
ぐ
り
、

有
部
の
論
書
を
も
っ
て
そ
れ
を
「
細
色
」
と
判
じ
た
仁
岳
に
対
す
る
元
照
の
反
論
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
19
）
可
観
『
山
家
義
苑
』
巻
二
「
受
戒
普
説
」（『
新
纂
続
蔵
』
第
五
七
巻
三
七
二
頁
下
）

　

 

然
則
大
師
、
既
以
所
発
仮
色
為
体
、
何
故
『
瓔
珞
経
』
云
「
一
切
聖
凡
戒
、
尽
以
心
為
体
、
心
無
尽
故
、
戒
亦
無
尽
」
？
此
義
若
拠
浄
覚
法
師

和
会
意
、
謂
凡
論
体
者
、
有
当
体
体
、
有
所
依
体
。
若
『
止
観
』
中
依
『
法
皷
経
』
以
心
為
体
、
此
乃
所
依
之
体
。
不
即
心
性
、
何
異
小
乗
？

若
云
仮
色
此
乃
当
体
之
体
。『
戒
疏
』
既
云
「
性
無
作
仮
色
」、
当
体
所
依
二
体
具
矣
。
然
則
此
説
於
『
戒
疏
』
中
、
有
「
性
無
作
仮
色
」
之
言
、

可
云
二
体
具
矣
。
且
『
法
皷
』『
瓔
珞
』
及
以
『
止
観
』、
都
不
言
仮
色
、
但
言
心
性
。
所
依
之
体
者
、
其
義
如
何
？
未
明
厥
旨
、
直
以
当
体
所

依
二
体
、
和
会
両
説
者
、
恐
未
可
也
。

　

 　

然
ら
ば
則
ち
、
大
師
、
既
に
所
発
の
仮
色
を
以
て
体
と
為
す
に
、
何
故
に
『
瓔
珞
経
』
に
「
一
切
聖
凡
の
戒
、
尽
く
心
を
以
て
体
と
為
す
。
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心
無
尽
な
る
が
故
に
戒
も
亦
た
無
尽
」
と
云
う
や
？
此
の
義
、
若
し
浄
覚
法
師
﹇
＝
仁
岳
﹈
の
和
会
の
意
に
拠
れ
ば
、
凡
そ
体
を
論
ず
る
に
、

当
体
の
体
有
り
、
所
依
の
体
有
り
と
謂
う
。
若
し
『
止
観
』
中
の
『
法
皷
経
』
の
心
を
以
て
体
と
為
す
に
依
れ
ば
、
此
れ
乃
ち
所
依
の
体
な
り
。

心
性
に
即
さ
ざ
れ
ば
何
ぞ
小
乗
と
異
な
ら
ん
？
若
し
仮
色
は
此
れ
乃
ち
当
体
の
体
と
云
わ
ば
、『
戒
疏
』
は
既
に
「
性
無
作
仮
色
」
と
云
い
、
当

体
と
所
依
の
二
体
、
具
す
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
此
の
説
、『
戒
疏
』
中
に
於
い
て
「
性
無
作
仮
色
」
の
言
有
る
を
可か
え

っ
て
二
体
、
具
す
と
云
う

な
り
。
且
く
『
法
皷
』『
瓔
珞
』
及お

よ以
び
『
止
観
』
は
都す
べ

て
仮
色
と
言
わ
ず
、
但
だ
心
性
と
言
う
の
み
。
所
依
の
体
と
は
其
の
義
、
如
何
？
未
だ

厥そ

の
旨
を
明
か
さ
ず
し
て
、
直
に
当
体
と
所
依
の
二
体
を
以
て
両
説
を
和
会
す
る
も
、
恐
く
は
未
だ
可よ

し
と
せ
ざ
る
な
り
。

（
20 

）『
釈
門
正
統
』
巻
八
（『
新
纂
続
蔵
』
第
七
五
巻
三
六
二
頁
下
）。『
人
天
宝
鑑
』
巻
一
（『
新
纂
続
蔵
』
第
八
七
巻
十
六
頁
上
）
も
こ
の
言
を
載

せ
る
。

一
五
四


